
海外の取引先になりすまして、取引先口座を変更するとの連絡を行
い、送金先を自ら（犯人）が管理する口座に指定してお金をだまし取
ろうとする手口に注意してください。

平成３０年１１月２０日
県 内 各 事 業 者 の 皆 様 へ

発信者 山口県警察本部

防 犯 情 報

身近なところから｢防犯力強化｣を!
～みんなで、声掛けあって、被害防止～ (担当)

生活安全企画課

【 事案概要 】
取引先である海外の業者から、支払期日直前に「送金先の口座が変
わった」という内容のメールが届いた。
支払期日が迫っていたことから、メールに記載されているとおり、
送金先口座の変更手続きをとったが、数日後、取引先業者から「代金
が振り込まれていない」との連絡があったため、口座変更について説
明を求めたが、「口座は変わっていないし、メールも送っていない」
との返答だった。

送られてきたメールは

と、通常のメールとは異なる点があったようです。
送金停止の手続きが間に合ったため、実質的な被

害はありませんでした。

・ メールのドメインが微妙に異なっている
・ 取引先の社印が本物よりも不鮮明
・ 表記された住所地が若干違っている


